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富山県公安委員会告示第129号 

   富山県公安委員会が行う交通規制についての一部改正について 

 富山県公安委員会が行う交通規制について（昭和46年富山県公安委員会告示第 

 125号）の一部を次のように改正し、平成25年10月８日から施行する。 

  平成25年10月８日 

                  富山県公安委員会 

                     委 員 長 髙  橋  卓  朗  

別表第１ ⑶ 一方通行 

 富山市の項第 294号の次に次の１号を加える。 
 

 295 

富山市宝町一丁目３番２号コンフォートホ
テル富山駅前横から同市宝町一丁目４番３
号東亜石油販売㈱までに至る市道区画街路
第1205号線は同順路の進行方向の一方通行
とする。 
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